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は じ め に 

赤十字事業の推進につきましては、平素から県民の皆様並びに地区・分区をはじめと

する関係者の皆様の深いご理解と温かいご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 

日本赤十字社は、創立150年を迎える2027（令和９）年に向けて「国内外における人

道支援活動の”要”となり、わが国の地域医療・血液事業の中核を担っていくことを目

指した長期ビジョンを策定し、災害や紛争時における支援の充実や人道の輪の拡大など

に向けて取り組みを進めています。 

高知県支部においても、災害時における救護班の派遣などの被災地への支援や、本県

の喫緊の課題である南海トラフ地震などの大規模災害に備えるための救護・受援体制の

確立や防災教育の推進などに取り組んでいるところです。 

しかしながら近年、人口の減少や地域コミュニティの変化の影響などにより、活動資

金の募集額が年々減少傾向にあり、支部事業を継続していくための財源や人員の確保が

困難になりつつあります。 

そうした状況の中で、令和８年度から、財源の確保が困難な支部も含めて、すべての

支部が地域のニーズに応えた活動を継続できるように、日本赤十字社全体で財政調整を

行う新たな交付金制度が創設されました。 

当支部においても、この交付金制度を活用して、南海トラフ地震などの大規模災害へ

の備えをはじめ、救護活動の充実や地域の防災力の向上、次代を担う青少年の育成な

ど、各種事業を充実強化していくとともに、そのために必要な職員の確保にも取り組ん

でまいります。また、赤十字の理念と活動の普及を図っていくためには、会員の増加と

活動資金の増強が必要であり、そのための広報活動にも力を注いでまいります。 

令和８年12月に日本赤十字社の講習事業は100周年の節目を迎えます。「人間のいの

ちと健康、尊厳を守る」という赤十字の使命を果たしていくためには、県民の皆様のご

協力はもちろん、地区・分区や奉仕団の皆様、関係機関の皆様との連携・協働が不可欠

です。引き続き、一層のご理解とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。 

 

日 本 赤 十 字 社  長 期 ビ ジ ョ ン 

目指す姿と長期戦略 ～創立 150 年に向けて～ 

目 指 す 姿    国内外における人道支援活動の「要」となり、 

わが国の地域医療・血液事業の中核を担う赤十字 

事 業 戦 略    ・災害や紛争時における支援の充実とレジリエンスの強化 

・超少子高齢社会における地域の健康・安全な生活の追求 

・多様性が進む社会における人道の輪の拡大 

運動基盤強化戦略 ・会員の赤十字運動への参画促進 

・奉仕団等ボランティア主体の活動の拡充 

長

期

戦

略 
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救護・受援体制の確立 地域拠点の構築

① 行政・医療機関との連携　 ① 協定団体との協働の充実等　 ① JRC加盟促進と活動の充実

② 本社・各県支部等との連携 ② 防災教育の推進 ② 青年奉仕団の増強

③ 地域の防災訓練への参加 ③ 広域での中核人材確保 ③ 教育委員会との連携　

④ 救護装備・資材の整備･充実

⑤ 講習普及事業の推進

① 募集団体の理解促進 ③ 遺贈等への取組強化 ⑤ 地区分区の社資確保　

② 個人会員の拡大 ④ 企業・法人の理解促進 ⑥ 効果的な広報の実施

奉仕団の育成及び活動の活性化

活動基盤の強化（会員獲得、社資増強）

①各奉仕団間の交流　　②新規団員の獲得

　　令和８年度　高知県支部の活動方針

　　南海トラフ地震をはじめとする
　　災害対応能力の充実

青少年の育成   

青少年活動の強化

赤十字講習100周年記念事業

★

★

★

★

★

★

★＝本社交付金を活用し拡充を図る事業

★

★
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Ⅰ 令和８年度活動方針 

① 南海トラフ地震をはじめとする災害対応能力の充実 

② 青少年の育成 

③ 赤十字奉仕団の育成及び活動の活性化 

④ 会員の増強と活動資金の募集 

①～②を活動の２本柱とし、「人間のいのちと健康、尊厳を守る日本赤十字社」として防災・

減災、赤十字救急法や幼児安全法、水上安全法、健康生活支援講習等の普及に努めるとと

もに、未来を託す青少年の育成等人材育成にも力を入れてまいります。これら赤十字事業を

行うには、奉仕団の協力と活動資金の確保が不可欠であり、奉仕団の育成を３つ目の柱とし、

会員の増加、活動資金の増強等の基盤強化を４つ目の柱として事業を進めてまいります。 

 

 

 

  

 
  

 

・支部の災害対策本部としての機能を高め、救護・受援体制の確立を図る 

・救護装備・資材の整備充実を図る 

 

 

・気づき・考え・実行する、他者へのやさしい気持ちを持った青少年を育成する 

 

 

・県内各ブロックに奉仕団指導講師を適正に配置するよう計画的に養成する 

・奉仕団を中心に地域での「奉仕団活動の見える化」を図り、赤十字活動の普及並

びに活性化に繋げる 

 

 

・企業・法人の赤十字事業への理解促進と多様な協力方法の提供による新規法人の開拓 

・戦略的なダイレクトメール及びマスメディア等を活用した効果的な広報の実施 

 

 

 

南海トラフ地震をはじめとする災害対応能力の充実 

青少年の育成 

赤十字奉仕団の育成及び活動の活性化 

活動基盤の強化（会員増加、社資増強） 

「地域（県内）全体の「防災力」の底上げ」 

「互いを思いやり助け合う地域づくり」 

令和８年度 重点項目 
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Ⅱ 事業計画  

１．南海トラフ地震をはじめとする災害対応能力の充実 

(1） 救護・受援体制の確立 

災害救護は日本赤十字社の最も重要な事業であり、南海トラフ地震や近年

頻発する豪雨による災害等に対応するため、支部に救護班を６班、高知赤十字

病院にDMAT（災害派遣医療チーム）６チームを常設するとともに、令和６年能

登半島地震での経験や、令和７年11月に実施した日本赤十字社中四国ブロッ

ク各県支部合同災害救護訓練で得た知識を活かし、適切かつ迅速な災害救

護活動が展開できるよう支部災害対策本部運営をはじめとする必要な体制の

構築を進めます。 

また、南海トラフ地震をはじめとする大規模災害に備え、訓練、研修等への参

加及び開催をより一層充実し、本社救護員育成体系や計画に基づいた研修、

訓練等を実施します。 

 

  ① 行政・医療機関との連携 

「高知県災害時医療救護計画」に基づき災害時に連携できる体制を構築

できるよう、県主催の訓練に支部職員や救護班を参加させるほか、平時か

ら、高知県保健医療調整本部や関係機関・団体との協働を進めます。 

 

重 ②本社・各県支部・県内赤十字施設との連携 

南海トラフ地震に対して、「日本赤十字社南海トラフ地震対応計画」や「第

５ブロック東南海・南海地震災害救護運用マニュアル」等に基づき、被災時の

支部災害対策本部機能の構築や受援体制の整備に取り組むとともに、本社

や中四国ブロック主催の救護に関する研修への職員派遣を通じて本社・各

県支部との連携をより一層強化していきます。 

また、令和７年３月、政府の南海トラフ地震臨時情報の発表にも対応できる

よう改訂した「日本赤十字社高知県支部災害救護計画」に沿って、県内三施

設が連携した災害救護活動を行えるよう体制整備を進めます。 

 

③ 地域の防災訓練への参加 

日本赤十字社高知県支部救護班や高知赤十字病院DMATを、各地域で

の防災訓練・研修に可能な限り参加させ、地域救護の実効性を上げていくと

ともに、職員の救護技術の向上を図り、「赤十字活動の見える化」の一環とし

ても引き続き推進していきます。 
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拡  ④ 救護装備・資材の整備充実  

支部災害対策本部における通信機能をさらに充実させるため、衛星インタ

ーネットサービスであるスターリンクの導入に取り組みます。 

安全な救護活動のために必要な投光器、発電機、浄水器等の救護資機

材について、必要性に応じて年度ごとに更新していきます。 

また、救護班員用の個人装備について、ヘルメット、ヘッドライト等の安全

装備の更新や、衛生用品等の追加を行います。 

なお、これまでに整備された災害時対応の指揮車や救急車、資材運搬車

両、医療救護の前線拠点として配備されたｄＥＲＵ（国内型緊急対応ユニッ

ト）、天候に左右されない機能性を持つドラッシュテントをはじめ、救護班用ト

イレや蓄電池などの救護資材の定期的な点検、整理及び習熟訓練に努め即

時出動に対応できるようにします。 

 

拡  ⑤ 講習普及事業の推進 

ア 赤十字救急法や水上安全法、幼児安全法等、特にＡＥＤ（自動体外式除

細動器）を用いた救急法講習会を県内各地で開催し、災害や不慮の事

故・急病等に対応する知識・技術の普及を図り、県民の皆様の安全意識・

防災意識の向上、地域防災活動の活性化、共助精神の高揚を図るた

め、講習資材（上半身人形、AED等）の充実を図るとともに、講習事業100

周年と併せて赤十字の認知度向上に繋げます。 

イ 地域包括ケアシステムの構築に寄与する健康生活支援講習を地域から

の要望に応じて実施するなど平常時からの互助・共助の意識の醸成に努

めます。 

    

(2） 地域拠点の構築 

平成 27 年度より災害時に頼りになる人材として心肺蘇生や応急手当を行え

る人材を育成していくことを目的に、県内 12 地域で社会福祉協議会等と防災

に関する協定を締結しており、市町村社協職員を中心に赤十字救急法救急員、

救急法指導員、赤十字防災教育事業指導者の資格を取得していただき、地域

での防災・減災意識の啓発に努めます。 

① 防災に関する協定の促進と締結団体との協働 

ア 救護・受援体制の確立も含め、細やかな地域活動を行うため、地区分区

並びに地域の行政・社会福祉協議会などとの連携を強化すべく防災に関

する協定の締結を進めます。 
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イ 赤十字救急員を避難所毎に配置できるよう計画的に養成し、地域での 

防災ボランティアとして赤十字奉仕団や地域住民と共に災害に備えるた

めの基盤を作ります。 

ウ 協定締結地域の奉仕団等ボランティアが中心となった講習普及を通じ

て、関係団体との連携を強化し、地域防災のみならず地域包括ケアシス

テムへの貢献に努めます。 

 

② 防災教育の推進 

ア 被災イメージを構築し発災初期のいのちを守るため、「赤十字防災セミナ

ー」を積極的に開催するほか、HUG（避難所運営ゲーム）、クロスロード等

を開催し、下記の習得に主眼を置いた地域コミュニティでの防災教育に

努めます。 

・地域の「自助」「共助」力の向上 

・地域住民の「知識」「意識」「意欲」の向上 

イ 行政や社会福祉協議会などが行う避難所や災害ボランティアセンターの

運営等の研修・講習に当該地域の奉仕団員にも参加していただき、「赤

十字の見える化」にも繋げていきます。 

 

③ 広域での中核人材の確保 

ア 県内各地域での救急法講習や赤十字防災セミナーの開催を推進するた

め、協定締結地域の社会福祉協議会と連携し、救急法指導員、赤十字

防災教育事業指導者の養成を進めます。 

イ 防災奉仕団に「赤十字防災セミナー」のファシリテーターとして協力して 

いただくほか、防災ボランティア養成に向けた研修会の開催など、地域の

防災力向上に取り組んでいただきます。 

重 ウ 指導員の在籍する地域への講習資材の分置を進め、当該地域に在籍す

る指導員が地域での講習指導を行いやすくすることで、地域の中で心肺

蘇生や応急手当が行える人材の育成に繋げていきます。 
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２．青少年の育成 

青少年赤十字の掲げる「健康・安全」「奉仕」「国際理解・親善」の 3 つの実践

目標と「気づき」「考え」「実行する」という態度目標の実現に向け、奉仕団や教育

委員会等と連携した取り組みを進め、県内全ての市町村に青少年赤十字加盟校

（園）があることを目指します。 

 

(1)青少年活動の強化 

①  ＪＲＣ（青少年赤十字）加盟促進と活動の充実 

ア 地域奉仕団をはじめ、青少年赤十字賛助奉仕団や高知県青少年赤十

字指導者協議会等にご協力いただき、学校を訪問するなど加盟校の増

加に努めます。 

イ 児童・生徒が青少年赤十字防災教育プログラム「まもるいのち ひろめ る

ぼうさい」や「赤十字防災セミナー」を体験することで自助共助の大切さを

理解し実行できるよう取り組みを進めます。 

ウ JRCメンバーが自分自身のリーダーシップを醸成する「高知県青少年 赤

十字リーダーシップ・トレーニング・センター」や青少年赤十字活動発表の

場である「高知県青少年赤十字研究大会」は、高知県青少年赤十字の主

要な取り組みであり、引き続き、内容の充実に努めるとともに、参加者を確

保するためにＳＮＳを活用した情報発信を行うなど広報強化にも取り組みま

す。 

拡 エ 本社主催の青少年赤十字事業への参加機会、参加者を拡大するほか、

本県と近隣県との交流会等を新たに企画し、できるだけ多くの本県ＪＲＣメ

ンバーが他県ＪＲＣメンバーと交流できる機会を増やしていくことで、活動

の活性化に繋げます。 

 

②  青年奉仕団の増強 

ア 青年奉仕団で取り組んでいる支部主催行事への参加や、高知大学にお 

      けるサークル活動（高知大学学生奉仕団「いのちのリボン」）を通じて連  

      携を強化していきます。 

イ  JRCメンバーや地域奉仕団、特殊奉仕団等とともに赤十字イベントや研修

会等に参加し、「赤十字の見える化」に繋げます。 

ウ  防災に力点を置いた活動を行っている県内3大学（高知大学・高知県立大

学・高知工科大学）の学生ボランティア団体と「赤十字防災セミナー」を開

催するなど交流を深め、協力して防災への取り組みを進めます。 
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③ 教育委員会との連携 

ア 県及び各市町村教育委員会との連携を強化し、校長会などでＪＲＣ活動へ

の理解を深めていただくなど、学校教育の中で赤十字を活用していただく

よう取り組みます。 

イ  高知市教育委員会の委託を受け市内の全小学５年生を対象に実施してい

る「心肺蘇生講習」を継続し児童生徒の災害時の対応力を養います。 

 

 

３．赤十字活動の展開 

(1） 災害被災者の救援 

県内各地で発生する火災・風水害等に伴う住宅被災者に対して救援物資

をお渡しするとともに、亡くなられた方のご遺族に対して弔慰金を贈ります。 

 

(2） 災害義援金の募集 

大災害に際しては、本社と協議しながら義援金口座を速やかに開設して県

民の皆様からの善意の寄託に対応します。 

 

(3） 臨時救護所の開設 

県民の皆様が多数参加するマラソン大会や各種行事等への臨時救護事業

に取り組みます。 

 

    (4） 日本赤十字社の気候変動対応にかかるアクション・プランの推進 

令和６年12月に本社が策定した「アクション・プラン」に沿って、気候変動に

資する活動の実施に向けて取り組みます。 

① 全国統一の救護員育成体系に基づく研修・訓練を計画的に実施し、気象

災害への対応を含む救護実践力の向上を図ります。 

② 気象災害を含む災害発生時に地域住民が自らの命を守るための行動を

取ることができるよう、必要な知識と技術を身に着けるための赤十字講習

や赤十字防災セミナーを実施するとともに、継続的に実施するため、ボラ

ンティア指導員・指導者の育成を行います。 

新 ③ 業務遂行において、事務及び事業に支障のない範囲内で、空調の適正

運転やクールビズ・ウォームビズの励行、WEB会議の活用、照明のLED化

に取り組みます。 
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(5） 国際救援・開発協力事業 

① 世界各地で発生する大規模な自然災害や中東やアフリカ諸国での紛争 

等で苦しむ方々などの状況をお伝えするほか、海外で大規模災害等が  

発生した際には、現地の赤十字社が行う活動を支援するため海外救援  

金の募集を行います。 

② 中国・四国の赤十字支部が共同で行う国際救援事業として引き続き「アジ

ア・ 大洋州給水・衛生キット事業」に対する資金援助を行います。 

③ 国際活動に関するオンラインプラットフォーム等に参加するとともに、その

知見を支部の地域事業や広報に積極的に活用します。 

④ 人道的支援として、12月にＮＨＫとともに「海外たすけあい寄付金募集」キ

ャンペーンを行います。 

 

(6） 赤十字奉仕団の育成及び活動の活性化 

赤十字奉仕団は、赤十字の使命とする人道的な諸活動を実践するため、地

域や活動分野ごとに結成されたボランティア組織であり、赤十字活動に欠かせ

ないものです。赤十字奉仕団高知県支部委員会や高知県赤十字奉仕団活動

推進協議会、また各地区分区と連携し、全奉仕団の活動紹介冊子を作成する

など、それぞれの「奉仕団活動の見える化」を図るとともに、全奉仕団とJRCが

参加する防災・減災イベントや、より実践的なブロック別研修会等を実施し、垣

根を越えた奉仕団同士の交流を図ります。 

また、各奉仕団が円滑な活動が展開できるよう、中国四国ブロック赤十字奉

仕団研修会、本社赤十字ボランティア・リーダー研修会、本社赤十字奉仕団

指導講師研修会に継続して奉仕団員を派遣し、地区分区単位で、赤十字活

動の事業・知識・技術を伝えていただける支部指導講師等の人材育成に努め

るとともに、奉仕団活動をはじめ、地域で安全安心な活動を活発に行っていた

だけるよう、地区分区等と共同で防災講演や救急法、健康生活支援などの講

習、治療奉仕実施等の赤十字事業を推進していきます。 

重    地域奉仕団を中心に「赤十字奉仕団」に求められている活動の活性化を図

り、各地域で開催される研修等をより実践的なものとし、地域の防災力向上や

地域コミュニティー作りに役立つ活動、自分たちが楽しいと思える活動を増や

すとともに、活動内容を支部発信で奉仕団間に共有し、新たな活動に繋げて

いきます。 

拡    また、活動のために必要な資機材等の整備への支援策を検討するとともに

新規団員募集に向けて広報強化につながる資材、衣類等を作成します。 
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(7） 高知県赤十字有功会やサポーター企業との連携 

赤十字活動を支援していただいている有功会やサポーター企業と連携し、

赤十字活動の「見える化」に努めるとともに、会員や県民の皆様に赤十字の表

彰制度について広く周知し、有功章受章の際には、有功会員になっていただ

けるようお願いをしていきます。 

 

 (8） 赤十字事業啓発行事の推進 

① 日本赤十字社創立150周年プロジェクト 

2027年（令和９年）日本赤十字社が創立150周年を迎えることを赤十字内

外に周知し、あらためて赤十字の大切な理念と活動をPRすることで、機運の

高まりと社業の進展を図ります。 

 

新   ② 赤十字講習100周年記念事業 

2026年（令和８年）12月に赤十字の講習事業は100周年を迎えます。この

記念すべき節目を、これからの講習事業のさらなる推進のための機会として

捉え、イベントなどを実施し、講習事業の普及、啓発に努めます。 

 

③ 赤十字運動月間啓発活動 

県民の皆様に広く赤十字を知ってもらうため、４月に支援協賛団体や赤十

字奉仕団、各地区分区の支援・協力を得て、県内の赤十字３施設合同で啓

発活動を行います。 

また、運動月間に各地区分区や赤十字奉仕団で取り組んでいる、のぼ 

り、旗の掲揚などの取組みをホームページ等で広報します。 

 

④  世界赤十字デー 

赤十字創始者（アンリー・デュナン）の偉業を偲び赤十字事業を考える日

として、世界赤十字デーである５月８日に高知城を赤十字色にするライトアッ

プを行います。 

 

⑤ 全国赤十字大会 

赤十字精神の高揚と社業振興を図る目的で、５月に東京都明治神宮会館

で開催される全国赤十字大会に代表者等が参加します。 
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⑥ 日本赤十字社有功章等伝達式及び支部長表彰式典 

金色有功章等の伝達を行い、高額寄付者への感謝の意を表するとともに、

活動資金募集奉仕永年功労者及び地域赤十字活動功労者並びに病院事

業、血液事業の功労者の表彰を行い、日頃のご労苦に感謝し、式典を通じ

て赤十字精神の高揚を図ります。 

 

⑦ 防災・減災プロジェクト 

過去の災害の教訓を忘れることなく、日本赤十字社、赤十字奉仕団、有

功会やサポーターの企業・団体等が一丸となって取り組むことで、将来起こ

りうる災害に対する防災・減災意識の向上を図ります。 

 

(9） 高知県支部管内の赤十字施設間の連携強化 

有事の際には迅速な対応ができるよう高知県支部合同災害救護訓練などの

共同取組事業を実施し、施設間の連携強化を図るとともに、連絡会議や合同研

修等を行い、施設間の連携を図ります。 

 

 

４．会員の増強と活動資金の募集 

    活動資金の寄付額については、大口寄付があった令和６年度を除いては、平

成27年度以降１億円を下回る状況が続いています。災害時に必要な資金や必要

な施設整備を行うためにも会員と活動資金の増強が重要です。引き続き地区分

区を通じた枠組みを第一としつつ、人口減少等の進む地区分区分を支部が補い

ながら、会員・活動資金の増加に努めます。 

 

 (1） 活動資金の目標額 

目標額については、令和６年度に直近５年間の実績額を基にした形に見直

しを行いました。 

令和８年度については、支部の活動に必要な全体の目標額１億円を据え置

くこととします。 

なお、地区の目標額についても、同じ計算方法で試算した結果、地区により

多少の差はあるものの、全体的に大きな差は生じていないことから、前年度と同

様に同額とします。 
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令和８年度 日赤活動資金地区別目標額一覧表 

     （単位：千円) 

目標額 

 

地区名 

令和８年度 
対前年比 

（％） 

令和７年度 

一般 法人 合計 合計 

高知市 19,512  6,612  26,124  100.0  26,124  

室戸市 1,304  200  1,504  100.0  1,504  

安芸市 2,821  300  3,121  100.0  3,121  

香南市 3,985  424  4,409  100.0  4,409  

香美市 2,324  326  2,650  100.0  2,650  

南国市 5,428  949  6,377  100.0  6,377  

土佐市 2,691  461  3,152  100.0  3,152  

須崎市 2,424  416  2,840  100.0  2,840  

四万十市 2,849  734  3,583  100.0  3,583  

宿毛市 2,152  395  2,547  100.0  2,547  

土佐清水市 1,495  179  1,674  100.0  1,674  

安芸 2,321  258  2,579  100.0  2,579  

中央東 1,827  230  2,057  100.0  2,057  

中央西 5,820  739  6,559  100.0  6,559  

高幡 4,090  514  4,604  100.0  4,604  

幡多 1,681  145  1,826  100.0  1,826  

地区合計 62,724  12,882  75,606  100.0  75,606  

支部扱 10,978  13,416  24,394  100.0  24,394  

総  計 73,702  26,298  100,000  100.0  100,000  
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重 (2） 活動基盤の強化（会員増加、社資増強） 

① 募集団体の理解促進 

地域奉仕団の主催事業及び支部との協働による研修会等の開催や地域

での防災訓練への積極的な参加などにより「赤十字の見える化」を図り、会

員・活動資金の増強に繋げます。 

 

拡   ② 地区分区扱い社資の確保 

地区分区等における会員・協力会員データと支部の登録データを照合し、

社資の確保に繋がるよう会員情報の把握に努めるとともに、地区分区等へ 

の直接訪問やオンラインミーティングを実施し、地区分区等とのコミュニケー

ションの充実を図ります。 

 

拡  ③ 個人会員の拡大 

ア 奉仕団員などできるだけ多くの方に会員になっていただけるよう赤十字奉

仕団高知県支部委員会及び地区分区に対して活動資金への理解と会員

化をお願いしてまいります。 

イ 赤十字講習受講者や災害義援金・救援金の寄付者等への会員勧誘に

努めます。 

ウ  個人会員（寄付者）データを分析し、DM等の戦略を立てるとともに、広 

報資材（デザイン）の向上を図ります。また、DMの複数回送付など発送件

数を拡大します。（約2,000件➡3,000件） 

エ  マンションなどの集合住宅に社資募集のポスティングを行い、会員の獲

得に繋げます。 

オ  簡単に寄付ができるように、クレジットカードやQRコードなど、利便性の

高い方法を取り入れます。 

 

拡  ④ 企業・法人の理解促進 

ア  新規及び協力法人、また業界並びに職能団体、周年企業等を直接訪

問し、寄付の確保・拡大に努めます。 

 

    イ  企業・法人へのダイレクトメールによる募集 

本社提供ツールを用いて、業種や寄付継続率などを把握し、どのよう 

なア プローチ（個別訪問・DM・メール配信など）で実施するのか戦略を

立て、これまで以上に応諾率が上がるようにします。また、DMの複数回

送付など発送件数を拡大します。（約9,000件➡15,000件） 
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拡  ⑤ 遺贈・相続財産等への取組み 

司法書士会、行政書士会、弁護士会、公証役場等にパンフレット等を設置

してもらうなど、協力のお願いをしていくとともに、遺贈セミナーの実施に取り組

みます。 

また、広く県民の皆さまに遺贈等に関する周知の拡大を図るため、広報紙

への記載などを通じて遺贈について認知度を上げるとともに、相続等に関する

専門家の団体や新たな金融機関との協定締結に取り組んでいきます。 

 

拡  ⑥ マスメディア等を活用した効果的な広報の実施 

広報誌「ふれあい」の発行回数や内容、配布先を見直すとともに、業者を活

用した効果的なチラシの作成に取り組みます。 

また、ホームページやSNSを強化充実させるとともに、マスメディアを活用し

た広報活動を展開することにより「赤十字の見える化」を図り、県民の皆様の赤

十字事業への理解促進に努めます。 


